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● 以下に掲げるⅠ、Ⅱ、Ⅲの運用基準の累積カウントは別々に管理します。 

なお、「口頭注意」または「書面注意」は、次の期間をもって累積カウントします。

「口頭注意」･･･ 同一年度内（次年度への影響はありません。） 

「書面注意」･･･ 措置事実発生日から１年間（年度をまたぐことがあります。） 

 

● 「書面注意」に際しては、担当課長から事情聴取を行うことがあります。 

指名停止措置に係る運用基準    

  

  太田市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要領（平成 17 年 3 月 28 日制定）第１１条及び

別表１に定める条項に関して定めた運用基準（平成 20 年 4 月 1 日制定）について、一部改正を

行い、平成２２年４月１日から適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ⅰ 入札契約における「不正又は不誠実な行為」の運用基準 

 

 

１．工事・業務委託関係 

(1)運用基準 

区     分 指名停止期間 措置内容 

① 現場説明（設計図書未購入を含む）に参加しなかったとき － 口頭注意 

② 「入札参加資格がある者」となった後に、所定の入札辞退届 

（具体的な辞退理由を必ず記載）を入札日前日までに提出するこ

となく入札しなかったとき。 

－ 口頭注意 

③ 「入札心得」に反し、失格又は無効となる入札を行ったとき － 口頭注意 

④ ３回目の口頭注意事由が生じたとき － 書面注意 

⑤ 落札予定者となった後に、当該落札案件に必要な技術者（工事：

現場代理人、主任技術者及び監理技術者、業務委託：管理技術者、

照査技術者）の配置ができないことが判明したとき 

－ 書面注意 

⑥ 落札予定者となった後に、公告又は現場説明において求めた当

該落札案件に必要な施工実績が提出できないことが判明したとき
－ 書面注意 

⑦ ２回目の書面注意事由が生じたとき（口頭注意６回相当） １カ月～ 指名停止 

 

(2)該当規定  第１１条、別表１第の９号エまたはコほか 
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２．備品購入関係 

(1)運用基準 

区     分 指名停止期間 措置内容 

① 現場説明会参加後に、所定の入札辞退届（具体的な辞退理由を

必ず記載）を入札日までに提出することなく入札しなかったとき
－ 口頭注意 

② 「入札心得」に反し、失格又は無効となる入札を行ったとき － 口頭注意 

③ ３回目の口頭注意事由が生じたとき － 書面注意 

④ 落札者となった後に、正当な理由が無く契約締結を辞退したと

 き 
－ 書面注意 

⑤ ２回目の書面注意事項が生じたとき（口頭注意６回相当） １カ月～ 指名停止 

   

(2)該当規定 第１１条、別表１第の９号エほか 

 

３．入札における失格又は無効等について 

上記の工事・業務委託関係１-③、備品購入関係２-②の共通事項 

 

● 具体的な例とすると次の場合などが挙げられますが、ほか「入札心得」を参照して下さい。 

  （入札書関係） 

   ア．入札書を封入する封筒に記載してある履行名称と異なる入札書が封入されたもの 

イ．入札書に入札者の「記名」又は「押印」のないもの 

    ウ．入札金額を訂正したもの 

    エ．発注者、履行名称のいずれかが誤っているもの 

    オ・予定価格及び最低制限価格が事前公表の場合、入札金額が、予定価格を超過するもの、最低制

限価格未満のもの、または失格基準価格以下のもの 

カ．入札金額において「万円止め」または「千円止め」の指示がある案件において、「万円未満」ま

たは「千円未満」を記載したもの 

キ．入札書に指定様式がある場合、指定様式以外のものを使用し入札したもの 

   （工事費内訳書関係） 

    ク．工事案件において工事費内訳書が未提出なもの 

    ケ．同一案件の「入札金額」と「工事費訳書の合計額」が不一致であるもの 
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 Ⅱ 工事等施工中の「不正又は不誠実な行為」の運用基準 

 

(1)運用基準 

区     分 指名停止期間 措置内容 

① 特別な事由もなく、当該工事監督員の指示に従わないとき － 口頭注意 

② 再三に渡る口頭注意事由が生じたとき － 書面注意 

③ ２回目の書面注意事由が生じたとき １カ月～ 指名停止 

①の「指示に従わないとき」の具体的な例 

・ 500 万円以上の工事で現場代理人が常駐しない場合 

・ 着工の遅れ（原則 30 日以内に着工） 

・ 有資格者が作業に立ち会わない。   など 

②の「再三」とは複数回以上とするが、工事担当課長の裁量に委ねる。 

 

 (2)該当規定  第１１条、別表１第の９号ウまたはコほか 

 

 

Ⅲ 「粗雑工事等」の措置に係る運用基準 

 

(1)運用基準 

区  分 指名停止期間 措置内容 

① 完成検査において工事成績が６０点以上６５点未満に評価 

された工事を行ったとき 
－ 口頭注意 

② ２回目の口頭注意事由が生じたとき 

② 完成検査において工事成績が５５点以上６０点未満に評 

価された工事を行ったとき 

－ 書面注意 

④ ２回目の書面注意事由が生じたとき（口頭注意４回相当）

⑤ 完成検査において工事成績が５５点未満に評価された工事

を行ったとき 

１カ月～ 指名停止 

 

 (2) 該当規定  要綱 第１１条、別表１の第９号ほか 


